
一 般 教 育 訓 練 給 付 金      

特 定 一 般 教 育 訓 練 給 付 金  

専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金  

 
 
 
 
 
 ひ と り 親 家 庭 の 母 又 は 父 の 主 体 的 な 能 力 開 発 の 取 組 を 支 援 す る た め に 、 就 業

を 目 的 と し た 教 育 訓 練 に 関 す る 講 座 を 受 講 修 了 し た 場 合 に 受 講 料 の 一 部 を 支

給 し ま す 。  

 

対  象  者   福 生 市 内 に お 住 ま い の 、 20 歳 未 満 の 児 童 を 養 育 し て い る ひ と り 親 家 庭

の 母 又 は 父 で 、 次 の す べ て の 要 件 を 満 た す 方  

 

・ 児 童 扶 養 手 当 を 受 給 し て い る 方 又 は 同 等 の 所 得 水 準 の 方  

・ 就 業 経 験 や 技 能 等 の 状 況 を 判 断 し て 適 職 に 就 く た め に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 方  

・ 過 去 に 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け た こ と が な い 方  

 

 

対  象  講  座   対 象 と な る 教 育 訓 練 給 付 金 講 座 は 次 の ３ つ  

 

・ 雇 用 保 険 制 度 の 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 の 指 定 教 育 訓 練 講 座  

・ 雇 用 保 険 制 度 の 特 定 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 の 指 定 教 育 訓 練 講 座  

・ 雇 用 保 険 制 度 の 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 の 指 定 教 育 訓 練 講 座  

 

 

支  給  額     

【 雇 用 保 険 制 度 の 教 育 訓 練 給 付 金 を 受 給 で き な い 方 】  

 

              修 了 し た 対 象 講 座 の 教 育 訓 練 費 （ 入 学 料 ・ 受 講 料 ） の  

60％ 相 当 額 （ 1 万 2 千 円 ～ 20 万 円 ）  

 

              修 了 し た 対 象 講 座 の 教 育 訓 練 費 （ 入 学 料 ・ 受 講 料 ） の  

60％ 相 当 額 （ 1 万 2 千 円 ～ 修 学 年 数 ×40 万 円 ）  

※ 修 学 年 数 は 最 大 4 年  

 

【 雇 用 保 険 制 度 の 教 育 訓 練 給 付 金 を 受 給 で き る 方 】  

 

 上 記 の 定 め る 額 か ら 雇 用 保 険 制 度 の（ 一 般 /特 定 一 般 /専 門 実 践 ）教 育 訓 練 給 付 金 の 受

給 額 を 差 し 引 い た 額 を 支 給  

 

 

事  前  面  談  

受 給 要 件 に つ い て 聴 取 を し ま す 。希 望 職 種 や 職 業 生 活 の 展 望 、今 ま で の 職 業 経 験 、技

能 や 資 格 が あ る か 等 を 確 認 し ま す 。 事 前 面 談 は 予 約 が 必 要 で す の で お 問 合 せ く だ さ い 。

結 果 に よ っ て は 希 望 に 添 え な い 場 合 も あ り ま す の で 、 あ ら か じ め ご 了 承 願 い ま す 。  

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 



＜ 面 談 時 持 ち 物 ＞  

・ 養 成 機 関 の パ ン フ レ ッ ト 等 （ 概 要 、 ス ケ ジ ュ ー ル 、 学 費 等 が 確 認 で き る も の ）  

・ 児 童 扶 養 手 当 証 書 の 写 し  

 

 

申 請 に 必 要 な 書 類  

・ 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 受 講 対 象 講 座 指 定 申 請 書  

・ 申 請 者 及 び そ の 扶 養 し て い る 児 童 の 戸 籍 謄 本  

・ 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 要 件 回 答 書 （ 受 給 資 格 確 認 通 知 書 ）  

・ そ の 他 必 要 に 応 じ た 書 類 等  

・ 印 鑑  

※ 修 業 開 始 ま で に 必 ず 申 請 し て く だ さ い 。  

※ 支 給 を 受 け る 際 は 、 受 講 修 了 後 に 別 途 支 給 申 請 書 等 を 提 出 し て い た だ き ま す 。  

 

 

請 求 に 必 要 な 書 類  

・ 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 申 請 書  

・ 請 求 書  

・ 母 子 家 庭 等 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 受 講 対 象 講 座 指 定 審 査 結 果 通 知 書  

 （ 支 給 申 請 後 に 福 生 市 が 発 送 す る も の ）  

・ 児 童 扶 養 手 当 証 書 の 写 し  

・ 修 了 証 明 書  

・ 指 定 講 座 の 入 学 料 及 び 授 業 料 の 領 収 書  

・ 教 育 訓 練 給 付 金 支 給 ・ 不 支 給 決 定 通 知 書 （ ハ ロ ー ワ ー ク で の 支 給 が あ る 場 合 ）  

・ そ の 他 必 要 に 応 じ た 書 類 等  

・ 印 鑑  

※ 一 般 /特 定 一 般 教 育 訓 練 給 付 金 は 、講 座 の 受 講 修 了 か ら 30 日 以 内 に 請 求 し て く だ さ い 。 

 専 門 実 践 教 育 訓 練 給 付 金 は 、支 給 額 が 確 定 し た 日 か ら 30 日 以 内 に 請 求 し て く だ さ い 。  

 

注  意  事  項  

・ひ と り 親 で な く な っ た 場 合 、児 童 扶 養 手 当 の 所 得 基 準 を 超 え た 場 合 、市 外 へ 転 出 し た

場 合 等 、 受 給 要 件 に 該 当 し な く な っ た 場 合 は 支 給 で き ま せ ん の で ご 了 承 願 い ま す 。  

 

 
 
 

 

まずは事前にご相談ください☆ 

 

給付にあたって審査を行います。審査の結果によっては給付

ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

福生市子ども家庭部 こども家庭センター課 

こども家庭支援係 母子父子自立支援員 

電話 ０４２－５３９－２５５５（直通） 


